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テーマ：製造段階から患者使用段階までの総合的な後

発医薬品使用促進策の実施 

 

提言（取りまとめ） 

 
【総論】 
 後発医薬品の普及は、患者の自己負担軽減や、医療保険財政の改善に繋が
ることであり、より一層積極的な使用促進への取組が求められる。このため、
実際に薬を利用する医療関係者や患者の理解を得るためのこれまでの取組み
をレビューし、さらに実効性の高い取組を行うことが求められる。 
 
【コスト意識や経済的なインセンティブ】 
 後発医薬品の使用率について、医師や医療機関などの薬を提供する側の経
済的なインセンティブに依存する面が大きいと考えられる。これまでのイン
センティブの効果についての検証を行い、インセンティブのより効果的な付
与について検討すべきである。 
 また、後発医薬品の利用が進まない一因として、国民が品質に不安を感じ
ていることに加え、選択するインセンティブが低いということも考えられる。
患者自身がより積極的に後発医薬品を選択する仕組み、例えば、参照価格制
度の検討が必要である。その際、現在の定率の患者自己負担では、後発品の
経済的インセンティブが十分に働いていないことから、コスト意識が一層涵
養されるような自己負担の在り方についても、海外制度の事例も参考にしな
がら検討すべきである。 
 
【品質等に対する理解の促進】 
 医師、医療機関等に対し、後発医薬品の品質についての不安を解消するた
め、これまでの取組を推進するとともに、後発医薬品の品質についての情報
が医療関係者に、より適切に伝わるような手段を講じるべきである。 
 利用促進のための国民へのＰＲについては、国だけでなく民間自身による
積極的なメディアの活用等、より積極的な打ち出しが求められる。また、そ
の際、後発医薬品の選択が、自己負担の軽減だけでなく、医療費全体の抑制、
ひいては国民自身の保険料等の負担軽減となることについても併せて周知す
るのが効果的である。その際には、後発品の品質保証についても国民にわか
りやすい形で広く周知すべきである。 
 また、後発医薬品の処方、調剤については努力義務が課せられているが、
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より実効性をもたせる仕組みについても検討するべきである。 
 
【薬価の在り方について】 
 患者のインセンティブとしては、薬価の水準も重要である。後発医薬品の
上市後の医薬品市場については、効能・効果等の質を担保した上で、市場原
理の下で、より低廉になるようメーカーの努力を促すべきである。また、長
期収載品の価格の在り方についても検討すべきである。 
 
【付加価値を高める努力】 
 薬を利用する患者にとっては、薬価のみならず、薬の飲みやすさ等の付加
価値を付与した後発医薬品の普及が、利用促進に資すると考えられる。この
ため、後発医薬品メーカーによる付加価値の高い製品開発を促す仕組みにつ
いて検討すべきである。 

 
【安定供給体制の強化】 
 後発医薬品の信頼性の向上のために、安定供給体制の一層の強化が必要で
ある。このため、後発医薬品メーカーの安定供給面での取組を評価する仕組
みを検討すべきである。また、安定供給に関する取組が不十分な企業に対し、
改善指導を強化するとともに、指導後も改善が不十分な企業に対する措置に
ついても検討すべきである。 
 
 
評価シートに記載された各委員の提言内容  
 

・ 在庫管理の負担軽減および流通効率アップのために、品目数の上限を定め
て整理統合することや、一般名使用のインセンティブを高めるなど、流通
品目の削減に積極的に取り組むべきである。 

・ 後発品シェアの将来目標を明確にしたうえでロードマップを定め、抜本
的な取組みをすべきである。 

 
 


